
(雑誌スポンサー制度のご案内） 

図書館の雑誌のカバーにあなたのお店の広告を掲載して宣伝にお使いいただける事業で

す。カバーの表に「お店の名前」が表示されます。裏面は宣伝広告に利用できます。 

  

 

 図書館に設置する雑誌に広告掲載

料（スポンサー料）をお支払いいただ

くと、スポンサーになった雑誌の最新

号にあなたのお店の広告を提示して

宣伝ができる制度です。 
 

※ スポンサー料としてお支払いいただくの

は、雑誌の年間購入代金です。 

 年額の例： 

  月刊誌500円×12カ月＝6,000円 

① 公共の場にあなたのお店の広告を出せます。 

② 地域に社会貢献できます。（お店のイメージアップにつながります。） 

③ 図書館で選書した雑誌の中から、お店のイメージやお好きな本の中から雑誌を選べます。 

④ 雑誌裏面をあなたのお店の宣伝の広告に使うことが出来ます。 

⑤ 教育委員会から「図書館応援企業認定証（会社名入り）」をお贈りします。 

 お申し込みは市立図書館備え付けの

「天草市立図書館雑誌スポンサー申込

書」に「会社概要等」がわかる書類（事業

内容が確認できれば名刺でも可）を添付

の上、各図書館にお申込みください。 

 なお同一の雑誌に複数の申込みがあっ

た場合は、先着順になります。 

雑誌スポンサー制度とは？ 

あなたのお店（事業所）のメリット 

申込方法 

 例年３月末日を締め切り日としています。

詳しくは図書館へお尋ねください。 

申込締め切り 

各図書館へ。カウンターまたは電話にて 

問い合わせ先 


